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今年度要求のポイント

区分
その他一般施策

－
(単位　千円)

1 3 局・課名 健康福祉局・障害者支援課

平成22年度決算額

事 業 費

整理番号 11 - 100
マスタープラン
３つの挑戦

－
マスタープラン

施策番号

特定旧法指定施設が対象となる新体系事業所等へ移行した月におい
て、当該月の利用者数に応じて、事業所等に助成を行う。
○対象事業
生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行
支援、就労継続支援Ｂ型、施設入所支援
○補助単価（平成23年度）
日中活動系：1人につき5,400円
施設入所支援：1人につき4,500円
○補助割合
国１／２、府１／４、市１／４

事業期間  　H21　～　H23　　

事業内容

特定旧法指定施設新事業移行促進事業費

23年度予算

主な要求内容 （単位：千円）

24年度要求額

1,260

744

施設入所支援　＠4,500×41人＝185千円

315 日中活動系　＠5,400円×24人＝130千円

内容・積算等項目

「障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業」として平成21年度か
ら3年間実施し、平成23年度末で終了予定。しかし、前年度と同様の事務処理で
あれば、平成24年3月に新法へ移行した事業所に対しては次年度支出となり、大
阪府の補助金も次年度入金となるため要求する。

1,260

平成23年度予算額 平成24年度要求額

全体事業費

315

その他

1,260

21年度から事業実施

【経過（～23年度）】 【24年度】

合計 315

【今後（25年度～）】

その他　特記事項

現時点においては厚生労働省の動向について明確
に示されておらず、どのように事務処理するのか定
まっていない。

スケジュール（経過及び今後展開）

障害者自立支援法による制度改正に係る激変緩和措置の一環として、
新体系への移行に伴うコストの増加等に対応できるよう、移行した新
体系事業所に一定の助成を行う事業を設けることによって、旧体系施
設から新体系施設への移行を促進することを目的とする。

関連事業

事 業 名 特定旧法指定施設　新体系事業移行促進事業

事業目的


